
行
政
改
革

こ
れ
ま
で
の
市
の
仕
事
と
そ
の
や
り
方
な
ど
を
変
え
、

　
　
　
　
　
　

よ
り
良
く
し
て
い
く
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

　滑川市では、

などから、これまで
の行政改革を上回る改革を目指します。
　また、その改革の推進が求められていることから、現行政改革大
綱（第３次）の終期を１年前倒しし、市民の信託にこたえる個性豊
かで活力に満ちた地域社会の実現をめざして、市民本位の質の高い
行政サービスを迅速かつ的確に提供していくため、行政運営全般に
ついて抜本的に見つめ直し、新たな行政改革大綱（第４次）を策定
しました。

　

基
本
的
な
考
え
方

基
本
方
針

　

少
子
・
高
齢
社
会
、
Ｉ
Ｔ
社
会
の
進
展
な
ど
将
来
の
変
化
に
対
応
し
う

る
柔
軟
か
つ
積
極
的
な
行
政
運
営
を
可
能
と
す
る
新
し
い
都
市
経
営
体
制

の
構
築
を
目
指
す
と
と
も
に
、
成
果
を
重
視
し
た
活
力
あ
る
市
民
本
位
の

市
政
を
推
進
。

基
本
的
視
点

　

最
少
の
経
費
で
、
最
大
の
効
果
が
発
揮

で
き
る
よ
う
、
税
を
原
資
と
し
て
活
動
す
る
責
任
を
認
識
し
、
効
率
化

に
向
け
た
あ
ら
ゆ
る
手
法
を
模
索
す
る
な
ど
、
一
層
効
率
的
な
行
政
運

営
を
推
進
。

　

本
市
の
考
え
る
自
治
は
、
「
自
助･

共
助･

公
助
」

の
三
要
素
で
成
り
立
ち
、
自
助
・
共
助
は
い
ず
れ
も
住
民
の
手
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
も
の
。
ま
ち
づ
く
り
は
市
民
が
主
権
者
で
あ
り
、
住
民
自

ら
が
自
ら
の
地
域
の
こ
と
を
考
え
、
自
ら
の
手
で
行
う
住
民
自
治
を
充

実
さ
せ
る
た
め
、
「
地
方
分
権
」
か
ら
一
歩
進
ん
で〝

市
民
自
身
も
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
参
画
す
る〟

と
い
う
発
想
の
転
換
に
よ
り
、
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
に
努
め
、
市
民
自
ら
が
行
動
す
る
「
市
民
分

権
」
を
推
進
。

推
進
期
間　

平
成
16
年
度
〜
20
年
度
（
５
年
間
）

推
進
方
策

職
員
の
人
材
育
成
が
重
要
課
題
と
考
え
、
「
全
体
の
奉
仕
者
」
で
あ
る

こ
と
の
再
認
識
を
徹
底
。

市
民
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

市
民
、
議
会
お
よ
び
関
係
団
体
等
の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
推
進
。

推
進
体
制

　

市
長
を
本
部
長
と
す
る
「
行
政
改
革
推
進
本
部
」
に
お
い
て
、
進
行
管

理
を
行
い
な
が
ら
推
進
。

　

全
職
員
が
主
体
と
な
っ
て
改
革
計
画
を
策
定
し
、
毎
年
度
見
直
し
を
行

い
な
が
ら
推
進
。

　

ま
た
、
本
大
綱
以
外
の
項
目
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
も
随
時
見
直
し
を

行
う
。

平成16年４月１日／広報なめりかわ　
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行
政
改
革
懇
談
会
の
萩
野
会
長
よ
り
改
革
に

対
す
る
答
申
書
を
受
け
る
中
屋
市
長
右



行政改革

　市民にわかりやすい改革とするため、目標達成年次を定
め、事務事業の徹底した見直し、組織・機構の見直し、人
材育成、透明性の向上、市民参画の推進等に努めます。

　平成16年４月１日／広報なめりかわ

　

主
な
取
り
組
み

○
事
務
事
業
の
見
直
し

・
民
間
放
送
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
イ
ベ
ン
ト

情
報
の
放
送
を
廃
止
（
Ｈ
16
）

・
遊
休
市
有
財
産
の
有
効
活
用
と
処
分
の
促
進

（
Ｈ
16
〜
）

・
人
件
費
等
義
務
的
経
費
を
除
く
経
常
経
費
を

平
成
15
年
度
予
算
の
5
％
削
減
（
Ｈ
16
）

・
納
税
組
合
へ
の
納
税
奨
励
金
を
廃
止

Ｈ
16

・
市
営
バ
ス
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
、
福
祉
バ

ス
運
行
を
見
直
し
（
〜
Ｈ
17
）

・
健
康
相
談
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
廃
止
（
Ｈ
16
）

・
下
水
道
受
益
者
負
担
金
前
納
報
奨
金
を
減
率

（
〜
Ｈ
17
）

・
田
中
幼
稚
園
の
存
廃
を
検
討
（
〜
Ｈ
18
）

・
教
育
長
、
消
防
長
交
際
費
を
廃
止
（
Ｈ
16
）

・
教
育
大
会
、
幼
児
教
育
大
会
、
社
会
教
育
大

会
を
廃
止
（
Ｈ
16
）

・
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
の
指
導
員
を
廃
止　

（
Ｈ
16
）

・
町
内
会
へ
の
水
道
料
金
集
金
手
数
料
を
廃
止

（
Ｈ
16
）

・
介
護
保
険
、
し
尿
処
理
事
業
の
広
域
事
務
処

理
を
検
討
（
Ｈ
16
〜
）

・
保
育
所
の
民
営
化
を
検
討
（
〜
Ｈ
18
）

・
学
校
給
食
共
同
調
理
場
管
理
的
業
務
を
除
く

業
務
の
委
託
を
検
討
（
Ｈ
16
）

○
財
政
運
営
の
健
全
化

・
水
道
料
、
下
水
道
料
、
各
種
使
用
料
な
ど
の

公
共
料
金
を
見
直
し
（
Ｈ
16
〜
）

・
市
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
率
向
上
を

強
化
（
Ｈ
16
〜
）

・
公
共
施
設
等
の
利
用
率
向
上
を
強
化　
　
　

Ｈ
16
〜

・
補
助
金
の
整
理
合
理
化
（
Ｈ
16
）

・
公
共
工
事
コ
ス
ト
縮
減
に
関
す
る
行
動
計
画

を
実
施
（
Ｈ
16
〜
）

・
原
材
料
等
の
現
物
支
給
事
業
を
拡
充　
　
　

（
Ｈ
16
〜
）

○
組
織
・
機
構
の
見
直
し

・
公
園
の
維
持
管
理
業
務
の
一
元
化
を
検
討　

（
〜
Ｈ
17
）

・
道
路
維
持
管
理
業
務
の
一
元
化
を
検
討　
　

（
Ｈ
16
）

・
財
団
法
人
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
廃
止　
　

（
〜
Ｈ
18
）

・
類
似
審
議
会
を
統
廃
合
（
〜
Ｈ
17
）

・
審
議
会
等
へ
の
市
民
公
募
委
員
と
女
性
委
員

を
拡
充
（
Ｈ
16
〜
）

○
定
員
と
給
与
の
適
正
化

・
職
員
削
減
目
標

3
％

を
設
定
（
〜
Ｈ
20
）

・
特
殊
勤
務
手
当
を
見
直
し
（
Ｈ
16
）

○
人
材
の
育
成
と
活
力
の
発
揮

・
職
員
提
案
制
度
を
活
性
化
（
Ｈ
16
〜
）

・
市
政
講
座
を
充
実
（
Ｈ
16
〜
）

・
職
員
研
修
を
見
直
し
（
Ｈ
16
〜
）

○
情
報
化
の
推
進
に
よ
る
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上

・
電
子
申
請
・
届
出
の
導
入
を
推
進

Ｈ
17
〜

・
戸
籍
電
算
シ
ス
テ
ム
を
導
入
（
〜
Ｈ
18
）

・
総
合
窓
口
の
設
置
を
検
討
（
Ｈ
16
）

○
公
共
施
設
の
設
置
と
管
理
運
営
の
合

理
化

・
図
書
館
等
公
共
施
設
の
通
年
開
館
を
検
討

（
〜
Ｈ
17
）

・
公
共
施
設
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
市
民
団
体
へ
の
管
理

委
託
を
検
討
（
〜
Ｈ
17
）

・
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
の
導
入
を
検
討

（
〜
Ｈ
18
）

○
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上

・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
活
用

に
よ
る
情
報
提
供
を
推
進
（
Ｈ
16
〜
）

・
情
報
公
開
制
度
を
推
進
（
Ｈ
16
〜
）

・
個
人
情
報
保
護
条
例
を
制
定
（
〜
Ｈ
17
）

・
行
政
手
続
制
度
の
適
正
な
運
用
（
Ｈ
16
〜
）

○
行
政
へ
の
市
民
参
画
の
推
進

・
市
民
の
声
を
聴
く
事
業
を
推
進
（
Ｈ
16
〜
）

・
自
治
基
本
条
例
の
制
定
を
検
討
（
〜
Ｈ
18
）

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
推
進
（
Ｈ
16
〜
）

・
ゴ
ミ
の
減
量
化
を
推
進
（
Ｈ
16
〜
）
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